
私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱の一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 

（給付金の給付額等） 

第４条 前条第１項に該当する者の給付金の給付額

は、次の表に定める額とする。 

区分 

高校生等１人

当たりの給付

金の給付額 

［略］ 

保護者等全

員の道府県

民税所得割

額及び市町

村民税所得

割額が非課

税である世

帯（(１)の

場 合 を 除

く。） 

 

(２) 通信制以

外の高等学校

等に在学する

高校生等((４)

の 場 合 を 除

く。) 

年額 

142,600円 

［略］ 

(４) 当該世帯

に扶養されて

いる兄弟姉妹

で２人目以降

の通信制以外

の高等学校等

に在学する高

校生等及び高

校生等以外に

15歳（中学生

を除く。）以

上23歳未満の

扶養されてい

る兄弟姉妹が

いる通信制以

外の高等学校

等に在学する

高校生等 

年額 

152,000円 

２ ［略］ 

３ 第１項の表の(２)及び(４)に係る１人目、２人

目の順は生年月日順とする。ただし、通信制の高

等学校等又は高等学校若しくは中等教育学校の後

（給付金の給付額等） 

第４条 前条第１項に該当する者の給付金の給付額

は、次の表に定める額とする。 

区分 

高校生等１人

当たりの給付

金の給付額 

［略］ 

保護者等全

員の道府県

民税所得割

額及び市町

村民税所得

割額が非課

税である世

帯（(１)の

場 合 を 除

く。） 

(２) 通信制以

外の高等学校

等に在学する

高校生等 

 

 

年額 

152,000円 

  

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ［略］ 

 

 

 



期課程の専攻科に在学する高校生等を含む複数の

高校生等がいる場合は、通信制の高等学校等に在

学する高校生等は全て第１項の表の(３)の給付額

とし、通信制以外の高等学校等に在学する高校生

等は全て第１項の表の(４)の給付額とする。 

（給付申請及び認定） 

第７条 給付金の給付を受けようとする給付対象者

は、高校生等の世帯の状況について、次の掲げる

期間（以下「申請期間」という。）までに岩手県

知事（以下「知事」という。）に申請するものと

する。 

(１)  ［略］ 

(２) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日

以前に家計急変があったもの 当該年度の７月

１日から９月30日（やむを得ない理由により申

請期間に申請することができない場合は、12月

31日）までの期間 

(３) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日

の翌日以降に家計急変があったもの 随時 

(４)  ［略］  

(５) 第６条に該当する者のうち、災害等の発生

日が基準日以前である者 当該年度の７月１日

以降  

(６) 第６条に該当する者のうち、災害等の発生

日が基準日の翌日以後である者 随時 

２ 前項による申請は、次の表の左欄に掲げる高校

生等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を様

式第１号による給付申請書に添付して行うものと

する。 

高校生等の区分 書   類 

県内の高等学校

等に在学する高

校生等 

 

ア ［略］ 

イ 第４条第１項の表の区

分のうち(４)に該当する

高校生等にあっては、当

該事実を確認できる書類 

ウ 第６条に該当する場合

にあっては、当該事実を

証明する書類 

県外の高等学校

等に在学する高

校生等 

ア ［略］ 

イ 第４条第１項の表の区

分のうち(４)に該当する

 

 

 

 

 

（給付申請及び認定） 

第７条 給付金の給付を受けようとする給付対象者

は、高校生等の世帯の状況について、次に掲げる

期間（以下「申請期間」という。）までに岩手県

知事（以下「知事」という。）に申請するものと

する。 

(１)  ［略］ 

(２) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日

以前に家計急変があった者 当該年度の７月１

日から９月30日（やむを得ない理由により申請

期間に申請することができない場合は、12月31

日）までの期間 

(３) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日

の翌日以降に家計急変があった者 随時 

(４)  ［略］  

(５) 前条に該当する者のうち、災害等の発生日

が基準日以前である者 当該年度の７月１日以

降  

(６) 前条に該当する者のうち、災害等の発生日

が基準日の翌日以後である者 随時 

２ 前項による申請は、次の表の左欄に掲げる高校

生等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を様

式第１号による給付申請書に添付して行うものと

する。 

高校生等の区分 書   類 

県内の高等学校

等に在学する高

校生等 

 

ア ［略］ 

 

 

 

 

イ 前条に該当する場合に

あっては、当該事実を証

明する書類 

県外の高等学校

等に在学する高

校生等 

ア ［略］ 

 

 



 高校生等にあっては、当

該事実をできる書類 

ウ ［略］ 

エ 第６条に該当する場合

にあっては、当該事実を

証明する書類 

３・４ ［略］  

 

  

 

イ ［略］ 

ウ 前条に該当する場合に

あっては、当該事実を証

明する書類 

３・４ ［略］ 

 

 


